
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回総会議事録（Ｒ２年５月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年５月２９日  午前９：３０～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 

出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり

出 13松山 忠雄 欠 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 欠 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  副主幹 吉國 雄一郎 
主 査 横山 いづみ          主 査 中崎 聖太  
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 主 幹 野口 浩二（高城総合支所） 
副主幹 米満 里美（山田総合支所）   副主幹 皆吉 さち子（高崎総合支所）      

 
 
５ 付議案件 

報告第 9号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第35号 非農地証明について 

議案第36号 農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出について 

議案第37号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び 

許可決定について 

議案第38号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第39号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第40号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第41号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて 

議案第42号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて（中間管理事業） 

 



第５回総会議事録 

 

 

議   長  ただいまより第５回総会を開催いたします。先月に引き続き、コロナ対策を行ないな

がらの開催となりますが、円滑に審議を進めたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

本日は２名の欠席がございますので、２２名の出席となります。議事録署名人の指名

ですが、７番委員と８番委員としますのでよろしくお願いします。 

それでは早速審議に入ります。本日は報告案件１件と議案８件となっていますので、

ご審議方よろしくお願いします。まず報告第９号農地法第１８条第６項の規定による通

知についてでございます。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第９号農地法１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は５０件の通

知がございまして、93,327.22㎡の内容となっています。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご質問等ありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  異議もないようですので、この件につきましては報告書のとおり了承するものといた

します。 

続きまして、議案の審議に入ります。まず、議案第３５号非農地証明についてを議題

といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第３５号非農地証明についてですが、議案書の１６ページになります。今月は２

件の証明願いがありまして、9,513.00㎡の内容となっています。調査結果につきまして

は、事前配布の調査報告書のまとめの１ページにありますので御了承ください。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。調査報告内容は既にご覧いただいていると思いますので、

質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第３５号非農地証明についてご同意いただけ

る方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第３５号については非農地であると承認しました。続きま

して、議案第３６号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出についてを議題

といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第３６号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出についてですが、議

案書は１７～１８ページになります。今回２件の届出がありまして、１件は岩満町、も

う１件は高城町の法人となっています。調査結果につきましては、調査報告書のまとめ

の２ページです。 

議   長  ありがとうございました。それでは質疑に入ります。この件につきまして、何か質問

はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第３６号農地法第２条による農地所有適格法



人適格要件届出について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第３６号についてはいずれも適格であると承認しました。

続きまして、議案第３７号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の

意見決定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第３７号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及

び許可決定についてですが、今月は３件の申請がございました。3,327.00㎡の内容とな

っています。調査報告書のまとめは３ページ目でございます。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に入ります。何かご質問は

ございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第３７号農地法第５条許可後の事業計画変更

申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手を

お願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第３７号については許可相当と決定しました。次に議案第

３８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第３８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてですが、今

月は、２１件の申請で、49,662.00 ㎡の内容となっています。全て農地法第３条第２項

各号に該当しない案件と判断しております。調査報告書のまとめの方は、４ページから

になります。以上です。 

議   長  ありがとうございました。質疑に入りますが、この件について、何かご質問等はある

方はございませんか。 

２ 番 委員  ４番と５番案件についてお訊ねしたいのですが･･･。この案件の受人は、正誤表で経営

面積が4,252㎡から0㎡に修正ということで間違いないですか？それから、そういう状

況で貸付地が1,600㎡ほどある訳ですが、これでも今回３条申請で取得ができるという

のは間違いないのでしょうか。 

事 務 局  経営面積を0㎡に修正で間違いありません。というのも、現在所有のその農地は、今

回非農地証明願が出されるなど耕作できる状況にないためです。今回４番と５番案件の

申請で6,000㎡を超える農地を取得され、営農されるということですので、要件はクリ

アしていると思われます。 

議   長  よろしいですか。他にないですか？ 

５ 番 委員  すみません。同じように案件９番も経営面積が0のようですが、農家創設ではないの

ですか？ 

山之口担当  中間管理を通して地域の担い手へ農地集積のために貸付をしています。農業もずっと

されているので農家創設ではありません。 

議   長  よろしいでしょうか。もうございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第３８号農地法第３条許可申請による農業委

員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 



全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第３８号につきましては、すべて許可するものと決定いた

しました。次に議案第３９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許

可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第３９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。今月は６件の申請で10,663.00㎡の内容となっています。調査報告書

につきましては、7ページのとおりでございます。 

議   長  ありがとうございました。すべて許可相当の報告となっているようです。何かご質問

はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第３９号農地法第４条許可申請による農業委

員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第３９号につきましてはすべて許可するものと決定いたし

ました。続きまして、議案第４０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。今月は２６件の申請がございまして、24,872.00 ㎡の内容となってお

ります。調査報告書のまとめにつきましては、８ページからになります。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。質疑に入ります。何かございませんか。 

５ 番 委員  案件３番ですが、航空写真で見ると、畑の真ん中に申請地があると思うのですが、５

条申請が出されているということは、両側のどちらかが太陽光発電があるのか、計画が

なにかあるという意味でしょうか。 

事務局担当  今回の申請地の西側と東側に太陽光発電施設が設置されているのかとのことですが、

現況については、４条の２番案件が、所有者個人で太陽光発電施設設置の４条申請にな

ります。５条の３番案件は、その隣接地に太陽光発電施設を設置するものです。 

議   長  おわかりいただいたでしょうか。他にありませんか。 

５ 番 委員  私ばかりで申し訳ないですが、案件５番について教えてください。これは一般住宅の

申請ですが、農地の広がる第１種農地での集落接続という例外規定で受け付けていると

いうことは判っております。しかし、隣接が宅地等でなくても受付可能であることが、

私の勉強不足でもあるんですが、よく判らないのでお教え願えないでしょうか。 

事務局担当  お答えします。確かに１種農地の例外規定である集落接続という判断をしております。

この集落接続は、県とかにも基準を確認したりしている訳ですが、その考え方というか

運用基準が変わることがあるようです。以前は５０ｍ以内に３戸以上の宅地があれば良

いという考え方もしておりましたが、現在は、もちろん宅地に接続していることが一番

ですが、間に１筆ほど、面積的には1,000㎡程度の農地を挟んでいても集落接続として

みるという運用をとっています。 

５ 番 委員  以前、自分の地区で相談のあったところと似ていますが、それは許可できない場所だ

と判断されたので、何が違うのかと思ってしまいました。その運用がいつから変わった

のか判ればお教えください。 



事務局担当  調べて、後日ご報告します。 

議   長  よろしいですか。他にありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第４０号農地法第５条許可申請による農業委

員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４０号についてはすべて許可するものと決定いたします。

次に議案第４１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の

決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

についてでございます。所有権移転につきましては、今回１９件ありまして、55,940.00

㎡の内容となっております。利用権設定は、２２８件ございまして、522,844.22㎡の内

容となっています。公告日につきましては、本日５月２９日付けを予定しております。 

議   長  ありがとうございました。ご質問をお受けしますが何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  特に無いようですので採決いたします。議案第４１号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案４１号については原案どおり承認することに決定いたしま

した。次に別冊になりますが、議案第４２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第４２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

について（中間管理事業）でございます。今回は正誤表にありますように１件の取下げ

がございましたので、申請件数２２３件、面積 501,639.48 ㎡の内容となっています。

公告は先ほどと同様、本日５月２９日付けの予定となっています。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、ここで質疑をお受けします。何

かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問も無いようですので、採決いたします。議案第４２号農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理権）に、同意される方

は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案４２号については原案どおり承認することに決定いたしま

した。 

これで本日予定しておりました議案の審議がすべて終わりましたが、全体を通して皆

さんから何かございませんか。 

議   長  何も無いようですので、これをもちまして第５回総会を終了したいと思います。ご苦

労様でした。 

        

 



令和  年  月  日 

 

議事録署名委員 

             

 ７番委員               

 

 

 ８番委員               

                                   

作製者 福丸 好文 


